
Ⅰ 強い農業づくりと地域を元気づける農山漁村の活性化

１ 農地政策の見直しに向けた新たな取組

（１） 農地政策改革関連総合対策

農地政策改革関連総合対策 ２１８(２２）億円】【

対策のポイント

『 』 。農地政策の重点事項として 担い手への農地の面的集積 を促進します

このため、農地の出し手・受け手が新たな面的集積システムに参加するた

めの奨励金の交付や、面的集積に必要な農地情報の活用・提供等に対する

総合的な支援を行います。

（面的集積の必要性）

真のコストダウンを図るためには、経営する農地が分散せずに面的担い手にとって、

です。調査（平成16年産米生産費統計）によれば、農地がにまとまっていることが重要

ばらばらに分散している場合（１団地面積0.2ha未満）に比べて、面的にまとまっている

生産コストで３場合（１団地面積1.0ha以上）は、経営規模拡大等による効果も含めて、

する、との結果になっています。割以上、労働時間で概ね５割以上低減

政策目標

担い手が経営する農地のうち面的集積される割合

平成27年に７割程度を実現

＜内容＞

１. 面的集積のための参加インセンティブ 別紙１

出し手・受け手に 新たな面的集積システムへの参加を地域内農地の 対して、

よう、面的集積促進基金を設置し、奨励金の交付を行います。また、新たな促す

担い手に対して、賃借料一括前払い等のための資金面的集積システムに参加する

ます。を無利子で貸し付け

担い手面的集積加速化支援事業（特会） ９，０００（０）百万円】【

２．担い手の投資に対する支援 別紙２

（１）簡易な「田畑なおし」の支援

低面的にまとまった形で集積された農地に対して、担い手のニーズに応じて、

を支援します。コストかつ機動的な畦畔除去等の「田畑なおし （非公共）」

面的集積条件整備事業 ８１（０）百万円】【



（２）機械施設の整備等への支援

面的集積を契機に、主として 等を行う担い手に融資を活用した機械施設の整備

対し します。支援

【地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業のうち面的集積タイプ

１，１７０（０）百万円】

３. 面的集積組織の体制整備等に対する支援 別紙３

（１）面的集積組織の体制整備

面的集積を地域で推進する しまコーディネーターの全国での育成・設置を支援

す。また、市町村段階で面的集積に取り組む組織（面的集積組織）の業務運営を

【 （ ） （ ） 】支援します。 面的集積組織支援推進事業 特会 ４０３ ０ 百万円

（２）面的集積のための合意形成への支援

農地の利用に関する意向調査や面的集積のための意識の醸成、合意形成等に取

り組む します。農用地利用改善団体の活動を支援

【農用地利用改善団体機能高度化・育成支援事業 ２５２（０）百万円】

４．面的集積に必要な農地情報の活用・提供に対する支援 別紙４

（１）農地情報の整備・活用

面的集積組織等が活用するため、所有者、耕作者、面積等の農地に関する情報

、 。と地番図 画像等の地図情報を結合した します農地情報図 GIS の整備を支援（ ）

【水土里情報利活用促進事業 ９，６９９（２，２２２）百万円】

【面的集積農地情報整備促進事業 ９８０（０）百万円】

（２）農地情報を提供するシステムの構築

農地の貸出物件や賃借料情報等広域展開する担い手や新規参入者等に対して、

します。を全国的に収集・提供するシステムを構築

【農地情報提供システム構築事業 ２００（０）百万円】

（その他関連施策）

○面的集積の契機となる基盤整備の実施

農地の利基盤整備（公共）を契機とした面的なまとまりを重視した担い手への

を支援します。用集積

農地集積加速化等基盤整備事業（公共） ５，０００（０）百万円

補助率：１／２等

事業実施主体：地方公共団体、土地改良区、農業協同組合

［担当課：経営局構造改善課（ ］０３－３５０１－３７４１（直））



○ 面的集積組織の体制整備
【面的集積組織支援推進事業（新規）】

○ 面的集積のための合意形成への
支援

【農用地利用改善団体機能高度化・育成支援
事業（新規）】

○ 農地政策の重点事項として『担い手への農地の面的集積』を促進します。このた
め、農地の出し手・受け手が新たな面的集積システムに参加するための奨励金の交
付や、面的集積に必要な農地情報の活用・提供等に対する総合的な支援を行います。

○ 簡易な「田畑なおし」の支援
【面的集積条件整備事業（新規）】

○ 機械施設の整備等への支援
【地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

のうち面的集積タイプ（拡充）】

○ 農地の出し手・受け手の参加を
促す奨励金の交付

○ 賃借料一括前払い等のための資
金の無利子貸付

【担い手面的集積加速化支援事業（新規）】

２．担い手の投資に対する支援

３．面的集積組織の体制整備等

に対する支援

１．面的集積のための

参加インセンティブ

○ 農地情報の整備・活用
【水土里情報利活用促進事業（拡充）】
【面的集積農地情報整備促進事業（新規）】

○ 農地情報を提供するシステムの
構築

【農地情報提供システム構築事業（新規）】

４．面的集積に必要な農地情報

の活用・提供に対する支援

新たな面的集積システム

への総合的な支援措置

農地政策改革関連総合対策

担い手への農地の担い手への農地の面的集積の実現面的集積の実現

【課題】
○ 担い手はバラバラになった農地を引き受けて

量的に集積しても、経営の体質強化には必ずし
もつながらず、これ以上の規模拡大にも限界。



別紙１

面的集積のための参加インセンティブ

担い手面的集積加速化支援事業（特会）９，０００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体： 社）全国農地保有合理化協会（

対策のポイント

地域内農地の出し手・受け手に対して、新たな面的集積システムへの参

加を促すよう、面的集積促進基金を設置し、奨励金の交付を行います。

また、新たな面的集積システムに参加する担い手に対して、賃借料一括

前払い等のための資金を無利子で貸し付けます。

＜内容＞

１．農地の出し手・受け手の参加を促す奨励金の交付

担い手に対し面的にまとまった形で農地の利新たな面的集積システムにより、

、農地の出し手に対する借地料の嵩用集積を行った場合、その集積面積に応じて

上げや受け手に対する借地料の引下げなど、地域の実態に応じ様々な用途に活用

できる します。奨励金を交付

また、出し手の選択として、 であっても、一定期間内当面営農を継続する場合

に農地の利用を市町村段階で面的集積に取り組む組織（面的集積組織）に委任し

貸し付ける場合には、 することもできます。地代上乗せの先払いとして活用

２．賃借料一括前払い等のための資金の無利子貸付

、面的集積される農地の賃新たな面的集積システムに参加する担い手に対して

一括前払いに必貸借契約期間が一定期間以上で、その期間分の賃借料総額以内の

要となる資金や、 農作業受面的集積される農地の農作業受託契約の一定期間分の

ます。託料に相当する資金を無利子で貸し付け

この貸付けは、具体的には農地の出し手に対する賃借料一括前払い資金又は営

農に伴う運転資金や経営規模の拡大に伴う農業用機械・施設の整備資金に活用で

きます。

[担当課：経営局構造改善課（０３－３５９１－１３８９（直 ）]）



別紙２

担い手の投資に対する支援

【面的集積条件整備事業 ８１（０）百万円】

【地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業のうち面的集積タイプ

１，１７０（０）百万円】

対策のポイント
面的にまとまった形で集積された農地に対して、担い手のニーズに応じ

た低コストで機動的な「田畑なおし」を支援します。

面的集積を契機に、主として融資を活用した機械施設の整備等を行う担

い手に対し支援します。

＜内容＞

１．簡易な「田畑なおし」の支援

新たな面的集積システムにより面的に利用集積された農地において、圃場が

畦畔で細分化されていたり、水路で分断されていたりする場合、面的集積の効果

担い手のニーズに応じた簡易な基盤整備が十分に発揮できません。そのため、

します。（ 田畑なおし ）を行うことを支援「 」

その際、面的集積の効果を特に高める畦畔除去や水路の蓋かけなどの工種につ

地域の面的集積の取組状況に応じて段階的に補助率を高くします。いては、

担い手自らがまた、担い手のニーズを速やかに満たすことができるように、

となる事業の仕組みとします。実施主体となることにより機動的な対応が可能

さらに、本事業と「地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業（面的集積タイ

一つの事業計画プ 」については、担い手の手続に要する負担軽減を図るため、）

できるようにします。書でメニュー選択方式にて事業を申請

面的集積条件整備事業 ８１（０）百万円

補助率：１／２、２／３、５／６、10／10

事業実施主体：面的集積組織、農業生産法人、農業者等

２．機械施設の整備等への支援

面的集積に先行的に取り組む地区を対象として支援します。

面的集積を受けた担い手が、経営規模の拡大等に必要となる農業用機械施設を

整備する際に、 します。融資残の自己負担部分について補助金を交付

また、融資主体型補助に係る融資の円滑化を図るため、農業信用基金協会への

交付金の積み増しにより、 し金融機関への債務保証（担い手の信用保証）を拡大

地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業のうち面的集積タイプます。

１，１７０（０）百万円

補助率：融資残額（３／１０上限 、定額）

事業実施主体：担い手育成総合支援協議会（地域）

[担当課：経営局構造改善課（０３－３５９１－１３８９（直 ）]）



別紙３

面的集積組織の体制整備等に対する支援

【面的集積組織支援推進事業（特会） ４０３（０）百万円】

【 （ ） 】農用地利用改善団体機能高度化･育成支援事業 ２５２ ０ 百万円

対策のポイント
面的集積を地域で推進するコーディネーターの全国での育成・設置を支

援します。また、市町村段階で面的集積に取り組む組織（面的集積組織）

の業務運営を支援します。農地の利用に関する意向調査や面的集積のため

の合意形成等に取り組む農用地利用改善団体の活動を支援します。

＜内容＞

１．面的集積組織の体制整備

面的集積組織が、農地を面的に集積する計画の作成や、農地の権利移動の手続

等を行う際に、必要となる業務運営費を支援します。

面的集積を推進するためには、農地所有者への働きかけなどで中心的な役割を

コー担うコーディネーターが必要です。このため、面的集積組織の構成員である

します。また、面的集積組織が外部からディネーターの募集・登録や研修を支援

コーディネーターが面的集積のたコーディネーターを委嘱するなどの場合、その

します。めに地域で行う活動について支援

面的集積組織支援推進事業（特会） ４０３（０）百万円

補助率：１／２、６／10、定額

事業実施主体：地方公共団体、面的集積組織

２．面的集積のための合意形成への支援

農地の面的集積による担い手の経営発展を促進するには 「担い手農家（地域、

の認定農業者を含む。）」と「出し手農家」の合意が不可欠です。このため、以下

。の様な しますより高度な利用調整機能 役割を備える農用地利用改善団体を支援・

（１）面的集積に向けた合意形成

農地利用農地の面的集積への意識の醸成、合意形成等を図るため、地域内の

を支援します。の現況調査、農地利用に関する意向調査等

（２）農用地利用規程等の策定

将来の面的集積が円滑に進むよう の設置や、「担い手農家」で構成する部会

合意形成した内容を するための活動を支援規約や農用地利用規程として整備

します。

農用地利用改善団体機能高度化・育成支援事業 ２５２（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：担い手育成総合支援協議会（都道府県・地域）

担当課：経営局構造改善課（０３－３５９１－１３８９（直 ））

経営政策課（０３－６７４４－２１４３（直 ））



別紙４

面的集積に必要な農地情報の活用・提供に対する支援

【水土里情報利活用促進事業 ９，６９９（２，２２２）百万円】

【面的集積農地情報整備促進事業 ９８０（０）百万円】

【農地情報提供システム構築事業 ２００（０）百万円】

対策のポイント
面的集積組織等が活用するため、所有者、耕作者、面積等の農地に関

する情報と地番図、画像等の地図情報を結合した農地情報図(GIS)の整
備を支援します。

また、広域展開する担い手や新規参入者等に対して、農地の貸出物件
や賃借料情報等を全国的に収集・提供するシステムを構築します。

＜内容＞
１．農地情報の整備・活用

面的集積を促進する際の基礎となる農地情報について、面的集積組織等が活用す

農地に関する情報と地番図、画像等の地るため、所有者、耕作者、面積、地目等の

します。面的集積組織は、農地情図情報を結合した農地情報図(GIS)の整備を支援

報図(GIS)を活用し、地域内の合意形成や面的集積のシミュレーション等の調整活

動を行います。

個人情報の保護に十分留意しながら、農地情また、一元化された農地情報図を、

します。報センターから関係機関に提供する仕組みを構築

（１）地図情報整備の加速化及び基盤整備情報等の整備を支援
面的集積活動に合わせて するとともに、面的集積に必地図情報の整備を加速化

要な 及び します。基盤整備情報等の整備 農地情報図の作成を支援

個人情報の保護に留意 関係機関でまた、 しながら、一元化された農地情報図を

します。共有･活用する仕組みを構築

水土里情報利活用促進事業 ９，６９９（２，２２２）百万円

補助率：定額

事業実施主体：都道府県土地改良事業団体連合会、

全国土地改良事業団体連合会 （財）日本水土総合研究所、

（２）農地に関する情報と地図情報との結合を支援
面的集積組織等が活用するため、所有者、耕作者、地番、面積、地目及び作付

状況等の します。農地に関する情報と地図情報との結合等を支援

面的集積農地情報整備促進事業 ９８０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：地域担い手育成総合支援協議会

２．貸出物件情報等を提供するシステムの構築
個人が特定されない地域レベルの農広域展開する担い手や新規参入者等に対し、

。地の します貸出物件情報や賃借料情報等を全国的に収集･提供するシステムを構築

農地情報提供システム構築事業 ２００（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

担当課：経営局構造改善課 （０３－６７４４－２１４８（直 ））

農村振興局地域整備課（０３－３５０１－８３５９（直 ））



（２）耕作放棄地解消緊急対策

【耕作放棄地解消緊急対策 ７８３（６７１）億円ほか】
対策のポイント

耕作放棄地を解消するため、担い手等による農地利用を促進するほか、集落
での農地の保全管理等、種々の耕作放棄地解消活動に支援を行います。

（耕作放棄地とは）

耕作放棄地とは 「以前耕地であったもので、過去１年間以上作物を栽培せず、しかも、こ、

の数年の間に再び耕作するはっきりとした考えのない土地」のことです。

耕作放棄地は、全国に３８万６千ｈａ（２００５年農林業センサス）存在し、食料の安定

供給や農業の多面的機能の発揮の観点から、その早急な解消が必要です。

政策目標
５年程度を目途に、農業上重要な地域を中心に耕作放棄地ゼロを目指す

＜内容＞
１．耕作放棄地実態調査の実施 別紙１

耕作放棄地の位置、面積、現況等に耕作放棄地の実態把握が困難な地域において、

することで、耕作放棄地解消ついて国が補完的に調査を行い、当該市町村に情報提供

方策の検討を後押しします。

【耕作放棄地解消推進基礎調査委託 １６７（０）百万円】

２．担い手への利用集積等の取組支援 別紙２
農地利用調整に担い手への利用集積等による耕作放棄地の解消・発生防止のため、

し、その取組を支援します。また、従来の基盤整備事業に加え、係る活動費等を交付

耕作放棄地の解消等に必要な基盤整備の機動的実施と併せて、耕作放棄地の利用を促

します。進するための取組を支援

ボランなお、農地の保全管理、景観形成及び農外利用等に関し専門的知識を有する

を行います。ティア等による耕作放棄地解消活動に対しても支援

【担い手アクションサポート事業 ２，４５０（３，５００）百万円の内数】

【担い手農地集積高度化促進事業（特会） ２，５００（２，５００）百万円の内数】

【強い農業づくり交付金 ３０，２９８（３４，０６７）百万円の内数】

【耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業（公共） １，０００（０）百万円】

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３９，９１１（３４，０８８）百万円の内数】

【戦略的畑地農業振興支援事業 ２００（１００）百万円】

３．企業等の農業参入円滑化への取組支援 別紙３
企業等の農業参入の円滑化及び参入企業等の地域農業の担い手としての経営発展等

参入を希望する企業等への農地情報の提供、企業等が参入するを支援する観点から、

農地の利用調整活動、企業等にリースする農地の条件整備及び農業用機械・施設のリ

します。ース等を支援

参入企業自らが耕作放棄地を営農可能な状態に回復するための取組についてまた、

します。支援



【企業等農業参入支援全国推進事業 ２０（２０）百万円】

【農地情報提供システム構築事業 ２００（０）百万円】

【特定法人等農地利用調整緊急支援事業 １５（１５）百万円】

【強い農業づくり交付金 ３０，２９８（３４，０６７）百万円の内数】

【企業等農業参入支援推進事業（特会） ４３９（４３０）百万円】

【企業等農業参入支援加速リース促進事業（貸付枠 （特会） ２０年度貸付枠９５４百万円】）

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３９，９１１（３４，０８８）百万円の内数】

４．農地等を集落等が共同で管理する取組を支援 別紙４
中山間地域等において、平地地域との農業生産条件の不利を補正するため、農家等

へ交付金を交付し、農業生産活動の維持を通じて耕作放棄地の発生を防止します。ま

た、集落等を中心とした活動組織の共同活動により耕作放棄地を保全する取組を支援

します。

地域の既存組織等を活用した耕作放棄地の保全・利活用の取組に対して支さらに、

します。援

【耕作放棄地利活用活動支援事業 ４８０（０）百万円】

【中山間地域等直接支払交付金 ２３，４４６（２２，１４６）百万円】

【農地･水･環境保全向上対策のうち共同活動支援交付金

２５，７２５（２５，５８８）百万円】

５．市民農園としての活用への取組を支援 別紙５
市民農園の整備耕作放棄地を都市住民等がレクリエーション目的で利用するための

します。また、 を促し、耕作放棄地の有等に関する取組を支援 滞在型市民農園の開設

効活用を進めます。

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３９，９１１（３４，０８８）百万円の内数】

【広域連携共生・対流等対策交付金 １，１３２（８００）百万円の内数】

６．飼料増産・放牧等への取組支援 別紙６
飼料作物、バイオマス作物等の省力作物の作付け促進を図るほか、放牧や鳥獣害対

し、耕作放棄地の解消と発生防止を進めます。策を推進

【粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業 ６０５（０）百万円】

【耕畜連携水田活用対策事業 ５，４０４（５，４０４）百万円】

【強い農業づくり交付金 ３０，２９８（３４，０６７）百万円の内数】

【草地畜産基盤整備事業（公共） １７，７１３（１３，４１８）百万円】

【生産性限界打破事業 １，００３（０）百万円の内数】

【地産地消型バイオディーゼル燃料農業機械利用産地モデル確立事業

１２２（０）百万円】

【粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発 ６０６（５０６）百万円の内数】

【鳥獣害防止総合対策事業 ２，８００（０）百万円】

７．植林転用により森林として管理するための取組支援
転用等により森林として管理する農地としての利用が困難とされる耕作放棄地を、

を行います。場合、耕作放棄地における人工造林等の実施に対して助成

美しい森林づくり基盤整備交付金（公共） １，０００（０）百万円の内数

補助率：定額（１／２相当）

事業実施主体：地方公共団体、民間団体等

［担当課：農村振興局企画部地域計画官（０３－６７４４－２４４２（直 ］））



別紙１

耕作放棄地実態調査の実施

【１６７（０）百万円】

対策のポイント
耕作放棄地の実態把握が困難な地域において、耕作放棄地の位置、面積、現

況等について国が補完的に調査を行い、当該市町村に情報提供することで、耕

作放棄地解消方策の検討を後押しします。

＜内容＞

【 （ ） 】耕作放棄地解消推進基礎調査委託 １６７ ０ 百万円

（１）衛星画像等による耕作放棄地の実態把握

耕作放棄地の実態把握が困難である地域を中心に、複数回の衛星画像撮影をそれぞ

れの地域毎に適切な時期に実施し、衛星画像データの差分処理等により、耕作放棄地

を把握します。得られたデータは該当市町村に提供し、耕作放棄地解消方策の検討を

後押しします。

（２）調査結果等を踏まえた耕作放棄地解消指針の作成

耕作放棄地の状況、農業情勢等を踏まえた耕作放棄地解消指針を作成します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

［担当課：農村振興局企画部地域計画官（０３－６７４４－２４４２（直 ］））



別紙２

担い手への利用集積等の取組支援

【１，２００（１００）百万円ほか】

対策のポイント
担い手への利用集積等による耕作放棄地の解消・発生防止のため、農地利用

調整に係る活動費等を交付し、その取組を支援します。また、従来の基盤整備

事業に加え、耕作放棄地の解消等に必要な基盤整備の機動的実施と併せて、耕

作放棄地の利用を促進するための取組を支援します。

なお、農地の保全管理、景観形成及び農外利用等に関し専門的知識を有する

ボランティア等による耕作放棄地解消活動に対しても支援を行います。

＜内容＞

． 【 ， （ ， ） 】１ 担い手アクションサポート事業 ２ ４５０ ３ ５００ 百万円の内数

地域における担い手の育成・確保、耕作放棄地の有効利用等を推進するため、認定農

業者への農地の利用集積の促進及び、農地監視活動等の農地の利用調整活動等を実施し

ます。

補助率：定額、１／２

事業実施主体：担い手育成総合支援協議会（都道府県・地域）

． （ ） 【 ， （ ， ） 】２ 担い手農地集積高度化促進事業 特会 ２ ５００ ２ ５００ 百万円の内数

耕作放棄地を担い手へ集積した場合、農用地利用改善団体等に促進費を支払います。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：市町村

． 【 ， （ ， ） 】３ 強い農業づくり交付金 ３０ ２９８ ３４ ０６７ 百万円の内数

優良農地利用高度化のための新技術の導入を推進する普及組織の活動を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：都道府県（普及組織）

． （ ） 【 ， （ ） 】４ 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業 公共 １ ０００ ０ 百万円

耕作放棄地の解消・発生防止に向けた地域の取組を支援するため、基盤整備と関連支

援策を一体的に実施します。

補助率：１／２、定額等

事業実施主体：地方公共団体、土地改良区、農業協同組合

． 【 （ ， ） 】５ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３９,９１１ ３４ ０８８ 百万円の内数

（１）耕作放棄地の解消等に必要な基盤整備等の機動的な実施とあわせて、新規参入等を

含めた担い手の確保や土地利用調整等を支援します。



（２）耕作放棄地の解消・再活用に向けた調査・調整活動、実践活動について、地域の実

情、創意工夫に基づいた総合的な支援及び耕作放棄地を活用して農業生産活動等を行

う場合に必要な土地条件整備を支援します。

①ソフト事業

耕作放棄地解消・再活用に向けた調査・調整活動及び多様なボランティア活動に対し

て支援します。

②ハード事業

耕作放棄地を多目的に活用するための土地条件の整備と併せて利用を促進するための

経費に対して支援します。

（３）耕作放棄地等を活用した産地の育成強化のための取組、周辺耕作放棄地等の基本的

整備を実施します。

補助率：定額、１／２等

事業実施主体：地方公共団体、土地改良区、農業協同組合、民間団体等

． 【 （ ） 】６ 戦略的畑地農業振興支援事業 ２００ １００ 百万円

耕作放棄地等を活用した産地の育成強化のための取組に対する支援や耕作放棄地の状

況調査を実施します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

担当課：大臣官房企画評価課 （０３－３５０２－７１３４（直 ））

経営局構造改善課 （０３－６７４４－２１５１（直 ））

普及・女性課 （０３－３５９３－６４９７（直 ））

農村振興局整備部農地整備課（０３－６７４４－２２０８（直 ））

水利整備課（０３－３５０２－６２３２（直 ））

農村振興局企画部地域計画官（０３－６７４４－２４４２（直 ））



別紙３

企業等の農業参入円滑化への取組支援

【６７４（４６５）百万円ほか】

対策のポイント
企業等の農業参入の円滑化及び参入企業等の地域農業の担い手としての経営

発展等を支援する観点から、参入を希望する企業等への農地情報の提供、企業

等が参入する農地の利用調整活動、企業等にリースする農地の条件整備及び農

業用機械・施設のリース等を支援します。

また、参入企業自らが耕作放棄地を営農可能な状態に回復するための取組に

ついて支援します。

＜内容＞

． 【 （ ） 】１ 企業等農業参入支援全国推進事業 ２０ ２０ 百万円

農業参入促進のための研修会、広報活動、個別相談会を実施し、企業等の農業参入の

円滑化及び地域農業の担い手としての経営発展等を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

． 【 （ ） 】２ 農地情報提供システム構築事業 ２００ ０ 百万円

広域展開する担い手や新規参入者等に対して、農地の貸出物件や賃借料情報等を全国

的に収集・提供するシステムを構築します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

． 【 （ ） 】３ 特定法人等農地利用調整緊急支援事業 １５ １５ 百万円

耕作放棄地の発生防止･解消に向けた取組を加速化するため、特定法人貸付事業による

企業等の参入の円滑かつ積極的な推進に資するよう、参入希望のある特定法人に関する

情報収集活動を実施します。

補助率：定額

事業実施主体：全国農業会議所

． 【 （ ， ） 】４ 強い農業づくり交付金 ３０,２９８ ３４ ０６７ 百万円の内数

（ ） 。１ 優良農地利用高度化のための新技術の導入を推進する普及組織の活動を支援します

（２）耕作放棄地の解消を促進するため、農業委員会が、企業が円滑に農業に参入できる

よう企業の意向を把握し必要な情報を提供するとともに、参入希望のある企業等に対

し農地の利用調整活動を実施します。

補助率：定額

事業実施主体： １）都道府県（普及組織 （２）都道府県農業会議、農業委員会（ ）、



． （ ） 【 （ ） 】５ 企業等農業参入支援推進事業 特会 ４３９ ４３０ 百万円

企業等が利用する農地の測量調査等や小作料一括前払及び簡易な基盤整備に必要とな

る経費を支援します。

、 。平成２０年度においては簡易な基盤整備を 企業等自らが整備できるよう拡充します

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：市町村、農地保有合理化法人、特定法人

６．企業等農業参入支援加速リース促進事業（貸付枠 （特会））

企業等への農業用機械・施設リースを支援（貸付枠９５４百万円）し、農業参入の初

期投資を軽減します。

補助率：定額

事業実施主体： 社）全国農地保有合理化協会、農地保有合理化法人（

． 【 （ ） 】７ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３９,９１１ ３４,０８８ 百万円の内数

耕作放棄地を活用して、農業生産法人以外の法人に対し農地を貸し付ける場合、市町

村又は農地保有合理化法人が基盤整備するのに要する経費を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、農業協同組合、民間団体

担当課：大臣官房企画評価課 （０３－３５０２－７１３４（直 ））

経営局構造改善課 （０３－６７４４－２１５１（直 ））

普及・女性課 （０３－３５９３－６４９７（直 ））

農村振興局企画部地域計画官（０３－６７４４－２４４２（直 ））



別紙４

農地等を集落等が共同で管理する取組を支援

【４９，６５１（４７，７３４）百万円】

対策のポイント
中山間地域等において、平地地域との農業生産条件の不利を補正するため、

農家等へ交付金を交付し、農業生産活動の維持を通じて耕作放棄地の発生を防

止します。また、集落等を中心とした活動組織の共同活動により耕作放棄地を

保全する取組を支援します。

さらに、地域の既存組織等を活用した耕作放棄地の保全・利活用の取組に対

して支援します。

＜内容＞

． 【 （ ） 】１ 耕作放棄地利活用活動支援事業 ４８０ ０ 百万円

農地の保全や活用を実施する既存の組織等を活用し、地域に存在する耕作放棄地を保

全・利活用する取組に対し支援します。

補助率：定額

事業実施主体：耕作放棄地利活用協議会

． 【 ， （ ） 】２ 中山間地域等直接支払交付金 ２３ ４４６ ２２,１４６ 百万円

中山間地域等において、平地地域との農業生産条件の不利を補正するため、農家等へ

交付金を交付することにより、農業生産活動の維持を通じて、耕作放棄地の発生を防止

し多面的機能の確保を図ります。

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体

３．農地･水･環境保全向上対策のうち共同活動支援交付金

【２５,７２５（２５,５８８）百万円】

農地・水・環境保全向上対策を実施する対象活動組織が、耕作放棄地を協定農用地に

位置付け保全する取組を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：地域協議会

担当課：農村振興局整備部地域整備課（０３－３５０１－８３５９（直 ））

農地整備課（０３－３５９２－０３０２（直 ））



別紙５

市民農園としての活用への取組を支援

対策のポイント
耕作放棄地を都市住民等がレクリエーション目的で利用するための市民農園

の整備等に関する取組を支援します。また、滞在型市民農園の開設を促し、耕

作放棄地の有効活用を進めます。

＜内容＞

． 【 （ ， ） 】１ 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 ３９,９１１ ３４ ０８８ 百万円の内数

（１）多様な主体が遊休農地を活用して市民農園を開設する際に必要となる整備を実施し

ます。

（２）農村地域での滞在型市民農園整備の支援します。

補助率：定額

事業実施主体：地方公共団体、農業協同組合、土地改良区、民間団体等

． 【 （ ） 】２ 広域連携共生・対流等対策交付金 １,１３２ ８００ 百万円の内数

都市部での市民農園整備等への支援を行います。また、趣味的農業利用の観点から、

滞在型市民農園整備の推進を支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

担当課：大臣官房企画評価課 （０３－３５０２－７１３４（直 ））

農村振興局企画部地域計画官（０３－６７４４－２４４２（直 ））

農村政策課（０３－３５０２－００３３（直 ））



別紙６

飼料増産・放牧等への取組支援

【２６，６４４（１８，８２２）百万円ほか】

対策のポイント

飼料作物、バイオマス作物等の省力作物の作付け促進を図るほか、放牧や鳥

獣害対策を推進し、耕作放棄地の解消と発生防止を進めます。

＜内容＞

． 【 （ ） 】１ 粗飼料増産未利用資源活用促進対策事業 ６０５ ０ 百万円

耕作放棄地を草地として活用することにより飼料作物の作付を拡大します。

補助率：定額

事業実施主体：都道府県飼料増産推進協議会

． 【 （ ， ） 】２ 耕畜連携水田活用対策事業 ５,４０４ ５ ４０４ 百万円

水田における創意工夫を活かした飼料生産等への取組を支援します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：都道府県水田農業推進協議会、地域水田農業推進協議会

． 【 （ ， ） 】３ 強い農業づくり交付金 ３０,２９８ ３４ ０６７ 百万円の内数

地方の高い自主性と裁量に基づく飼料増産への取組を支援します。

補助率：定額、１／２以内､１／３以内

事業実施主体：地方公共団体、民間団体

． （ ） 【 （ ， ） 】４ 草地畜産基盤整備事業 公共 １７,７１３ １３ ４１８ 百万円

飼料基盤の整備等を実施します。

補助率：１／２以内､55/100以内､２／３以内

事業実施主体：都道府県、都道府県農業公社

． 【 （ ） 】５ 生産性限界打破事業 １,００３ ０ 百万円の内数

多収米を用いた超低コスト米生産技術を実証します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：民間団体



６．地産地消型バイオディーゼル燃料農業機械利用産地モデル確立事業

【１２２（０）百万円】

既存の機械装備や遊休農地を活用した低コストなたね生産技術の実証等により、地産

地消型のバイオディーゼル燃料の利用モデルを確立します。

補助率：定額、１／２以内

事業実施主体：市町村、民間団体

． 【 （ ） 】７ 粗飼料多給による日本型家畜飼養技術の開発 ６０６ ５０６ 百万円の内数

飼料米の省力多収生産や、水田放牧利用の促進のための技術開発を実施します。

事業実施主体：民間団体等

． 【 （ ） 】８ 鳥獣害防止総合対策事業 ２,８００ ０ 百万円

鳥獣被害防止に向けた、個体数調整、被害防除、生息環境管理の取組を総合的に支援

します。

補助率：定額、１／２以内等

事業実施主体：民間団体

担当課：生産局畜産振興課 （０３－３５０２－５９９３（直 ））

農産振興課 （０３－３５０２－５９５６（直 ））

生産技術課 （０３－６７４４－２１１１（直 ））

農林水産技術会議事務局研究開発課（０３－３５０１－０９６６（直 ））
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